
地方財政の充実・強化を求める意見書 

  

少子高齢化対策や地域経済活性化、産業人材の確保、住民の安全・安心の確保など、住民ニー

ズの多様化・高度化が進む中、地方が地方創生・人口減少対策をはじめ、国土強靱化のための防

災・減災対策など、様々な課題に直面している。 

「経済財政運営と改革の基本方針 2018」においては、令和元年度(2019 年度)から令和 3 年度

（2021年度)までの予算編成に関し、「交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一

般財源総額について2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」

とされ、令和元年度の地方財政計画でも、一般財源総額は前年度を0.6兆円上回る62.7兆円とな

った。 

国におかれては、令和2年度以降の政府予算と地方財政の検討において、今後も、地方が責任

を持って地域の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担うため、下記の事項について措置

されるよう強く要望する。 

記 

１ 地方創生・人口減少対策や社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策など、増大する地

方自治体の財政需要を的確に把握した上で、令和２年度地方財政計画に的確に反映し、地方の

安定的な財政に必要な地方一般財源総額の確保を図ること。 

２ 子ども・子育て支援、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、

介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズ等に対応するための

予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。 

特に、幼児教育及び高等教育の無償化に係る令和２年度以降の地方負担については、一般財

源総額確保の同水準ルールの外枠で歳出に全額計上し、必要な財源を確実に確保すること。 

３ いわゆるトップランナー方式を含め地方の歳入歳出の効率化を議論する場合には、条件不利

地域等、地域の実情に配慮するとともに、住民生活の安心・安全が確保されることを前提とし

た合理的なものとし、地方交付税の財源保障機能が損なわれないようにすること。 

４ 地方創生の実現に向け、地方がその実情に応じた息の長い取組みを継続的かつ主体的に進め

ていくため、「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）を継続・拡充すること。 

５ 令和２年度から始まる会計年度任用職員制度の適正かつ円滑な導入に向け、期末手当の支給

など制度改正に伴う適正な勤務条件の確保に必要となる地方の財政需要の増加について、地方

財政計画の歳出に確実に計上すること。 

６ 森林環境譲与税の譲与基準については、使途である森林整備やその促進に関する事業の実施

状況を検証し、必要に応じ見直しを行うこと。 

７ 消費税・地方消費税率10％段階に施行される地方法人課税の新たな偏在是正措置で生じる財

源は、その全額を地方財政計画に歳出として計上することにより､地方財政計画全体として、よ

り実効性のある偏在是正措置とすること。 

 



８ 税源移譲を含め、国と地方の税財源配分見直しを進めるとともに、税源の偏在性が小さく税

収が安定的な地方税体系を構築すること。また、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自

治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じ

ることがないよう対応を図ること。さらに、県のみならず市町村の貴重な財源であるゴルフ場

利用税の現行制度を堅持すること。 

９ 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正

の見直しなどの対策を講じること。 

10 依然として４兆円規模の財源不足が生じるなど、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、

地方交付税の法定率の引上げ等の抜本的な改革を行うべきであり、臨時財政対策債に頼らず、

安定的に交付税総額の確保を図ること。 

11 地方は、国を上回る行財政改革や歳出抑制の努力を行う中で、基金の確保など財政運営の年

度間調整に取り組んでおり、地方の基金残高が増加していることをもって一般財源総額を圧縮

するような措置は行わないこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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